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＜補足＞ 

事項１－① 市民による地域運営の仕組みづくりへの支援 

校区等地域を基本単位に、地域の実情に応じた形で、地域団体、企

業、多様な人材などが話合い、地域の将来を共有しながら、地域の活

性化に向けて、地域活動や地域課題解決に協働して主体的に取り組む
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「地域活動協議会」を設置する。 

事項１－② 社会的ビジネスによる公共の再編 

行政よりも市民が担い手となって提供した方が効果的・効率的な公

共サービスや施設管理などを選定し、委託できるよう、責任やリスク

分担等を整理するとともに、規制等の緩和について、特区的に認定す

る仕組みをづくりをおこなう。 

事項１－③ 地域公共人材の充実への支援 

地域公共人材の認定制度の構築、小中学生を対象とする学習プログ

ラムの提供、市民に市民活動に関する知識やノウハウを学ぶ機会を提

供するための研修を実施する等、より多くの人が市民活動に参加し、

また市民活動に関わる人たちの知識とスキルを高める機会を提供する。 

事項１－④ 地域活動に対する支援のあり方の再構築 

公共の担い手である地域の財政支出において、行政の縦割り等によ

る地域の負担を軽減するとともに、地域活動への各種支援については、

全市一律ではなく、地域の実情に合わせた柔軟なものとなるよう再構

築する。 

事項１－⑤ 事務事業等の見直しによる地域活動の活性化 

地域に関わる事務事業が地域ニーズを的確に反映しながら実施さ

れる仕組みづくりを行う。また、地域に関わる事務事業の進め方につ

いて、地域への協力依頼のあり方、地域団体の役員が充て職的に参加

する会議や役員を通じた事業周知についての実情や意見を把握し、地

域の負担軽減に向けた再構築を行う。 

事項１－⑥ 市民活動の場と機会の充実 

既存の地域資源を活用した校区等地域における活動拠点の充実化、

当該施設等の市民活動スペースとしての活用及び市民交流の機会の提

供をおこなう。 

事項１－⑦ 市民活動を支える資金確保に向けた支援  

市民活動推進基金の活用拡大とさらなる寄付の獲得のための仕組

みを検討する。また、活動資金に関する相談や助言を行う中間支援窓

口の紹介をはじめ、運営のスキルに関する口座の実施など、市民活動

団体に対して資金確保のための支援を行う。 
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